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働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、今年４月からすべての企業において、年１０日以上の年次

有給休暇が付与される労働者については、年５日以上の取得義務が課されました（罰則＝罰金あり）。また、今年

のゴールデンウィーク（ＧＷ）は、改元の時期でもあり特別に１０連休になり、全国各地でさまざまな祝賀行事

も予定されています。 

こうした状況下で、厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を目的として毎年行っている「仕

事休もっ化計画」キャンペーンを、今年は特に力を入れて推進しています。 

今回は、こうした活動についてご紹介いたします。 

 

2019年の仕事休もっ化計画 

 厚生労働省では、「仕事休もっ化計画」をキャッチフレーズに、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を目的と

して、「夏季」「１０月の年次有給休暇取得促進期間」および「年末年始」の時期の取り組みを推奨して来まし

たが、加えて今年は特に「ゴールデンウィーク」における年次有給休暇取得の社会的な機運の醸成を図るための

広報活動を行っています。 

  

 今年の特別なゴールデンウィーク（４月２７日(土)～５月６日(月)までの１０連休）に加えて、たとえば、５

月７日(火)と８日(水)を計画年休とし、９日(木)と１０日(金)をプラスワン休暇とする「仕事休もっ化計画」＝

大型連休を推奨しています。大型連休を取って、「自分流バケーション」を見つけてみませんか！ということで

す。 

 



 

 

  

  

 

  また、地域ごとに学校の休みを分散化する取り組みを「キッズウィーク」と呼んでいますが、これに合わせて親世代

が年次有給休暇を取ることも推奨しています。 

  

 

 

＜個別相談の実施＞ 

次世代法に関する「行動計画の策定・届出」「行動計画の更新」「認定・認証の取得」などについて、ご要望

をいただければ、次世代育成支援対策推進員（特定社会保険労務士）がお伺いして個別相談にお応えいたします。

お気軽にご連絡ください。                   神奈川県経営者協会 TEL 045-671-7060 


